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船舶事故調査報告書 

 

                              令和２年８月１９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 火災 

発生日時 令和２年３月２１日 １４時３６分ごろ 

発生場所 沖縄県北谷
ちゃたん

町北谷町フィッシャリーナ 

浜川
はまかわ

港第２号灯標から真方位０３１°７３０ｍ付近 

 （概位 北緯２６°１９.３′ 東経１２７°４５.２′） 

事故の概要 旅客船タクマ１は、北谷町フィッシャリーナ内を移動中、機関室で

火災が発生した。 

タクマ１は、機関室内の分電盤等に焼損を生じた。 

事故調査の経過  令和２年３月２３日、本事故の調査を担当する主管調査官（那覇事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

旅客船 タクマ１、１９トン 

 ２４１－１７３１７沖縄、第一交通産業株式会社 

 １５.２３ｍ（Lr）×４.０８ｍ×２.０４ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関２基、５２９.６kＷ（合計）、平成１２年６月 

 ４サイクル、回転数毎分２,６００、６気筒、ボア１１０mm、使用

燃料軽油 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ３８歳 

  一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

   免許登録日 平成２２年１２月９日 

   免許証交付日 平成２７年２月１９日 

          （令和２年１２月８日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 機関室内の分電盤及びメインスイッチに焼損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南東、風力 約４.４m/s、視界 良好 

海象：波高 約１.０ｍ 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、左舷着けしていた北谷町フィッシ

ャリーナ（以下「本件マリーナ」という。）の係留施設（浮き桟橋）

（以下「本件係留施設」という。）から約５０ｍ離れた本件マリーナ

内の係留岸壁（以下「本件係留岸壁」という。）に移動する目的で、

令和２年３月２１日１４時３０分ごろ、機関室において主機の始動前
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点検を行い、主機用メインスイッチを投入した後、操縦室の操縦スタ

ンドにある主機始動スイッチレバーを入の位置にして主機を始動し

た。 

本船は、船長が操縦室から機関室に下り、主機等に異常がないこと

を確認した後、後部甲板にある機関室出入口ハッチカバーを閉鎖して

全ての係船索を放し、操縦室に戻って操縦席に腰を掛け、本件係留岸

壁へ移動する操船を開始した。 

船長は、１４時３６分ごろ操縦スタンドにあるレーダー用電源スイ

ッチの隙間から白煙が吹き出てくるのに気付き、操縦スタンド内部に

おいて、主機スロットルワイヤ及び主機セルモータ用電気配線等の貫

通金物（以下「本件貫通金物」という。）を通じて白煙が出ているこ

とを認めた。 

船長は、本船を本件係留施設に着岸させ、機関室出入口ハッチカバ

ーを開けたところ、機関室内部に白煙が立ち込め、機関室船尾部の分

電盤及びメインスイッチ付近に火炎が上がっているのを認めた後、再

び同ハッチカバーを閉めた。 

船長は、操縦室の操縦スタンドにおいて主機危急停止ボタンを押し

て主機を停止するとともに機関室の送風機を停止し、本件マリーナの

管理人に海上保安庁への通報を依頼した後、機関室出入口ハッチカバ

ーを開けて本件係留施設に設置された給水用ホース１本で機関室内の

火炎に清水を注水して消火を開始した。 

本船は、船長が消火を続けたところ、１４時５９分ごろ鎮火した。 

（付図１ 事故発生場所概略図、付図２ 一般概略図、写真１ 本

船、写真２ 本件貫通金物、写真３ 左舷側主機セルモータ、写真

４ 分電盤及びメインスイッチ付近 参照） 

 その他の事項 

 

本船は、旅客船として令和２年４月以降、沖縄県にある那覇港と本

件マリーナを結ぶ一般旅客定期航路に就航する予定であった。 

主機は、セルモータによって始動されていた。 

セルモータに至る電気配線は、機関室後部に設置された直流２４ボ

ルト（１２ボルト２個直列）のバッテリから主機用メインスイッチを

経て二つに分かれ、一方が、本件貫通金物を通って操縦スタンドの主

機始動スイッチレバーから再び本件貫通金物を通ってセルモータに付

属するソレノイドスイッチに導かれ、もう一方が、ソレノイドスイッ

チに連動する接点からセルモータに導かれていた。（図１参照） 
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図１ セルモータ電気配線図 

 

本船は、建造後１９年以上が経過しており、電気配線に関する絶縁

抵抗測定等の点検の実施状況については不明であった。 

海上保安部及び消防本部によれば、本件貫通金物内において、長期

間、主機運転中の振動等によって左舷側主機のスロットルワイヤがセ

ルモータ用電気配線に接触して同配線の被覆が破れて本件貫通金物内

で短絡した箇所が発見された。 

本船は、船長が消火後確認したところ、機関室内にあるセルモータ

用電気配線の被覆が、溶けて導体がむき出しになっており、分電盤、

メインスイッチ付近の木材、木製のバッテリカバー等の燃焼が認めら

れた。 

本船は、機関室に自動拡散型消火器を装備していたが、本事故発生

時の作動状況が不明であった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

なし 

あり 

なし 

 本船は、長期間、主機の運転による振動等が船体に発生していた状

況下、本件マリーナ内を移動中、左舷側主機のスロットルワイヤがセ

ルモータ用電気配線に接触して同配線の被覆が破れて本件貫通金物内

で短絡したことから、過電流が同配線に流れて過熱して被覆に着火

し、周囲の可燃物（分電盤、メインスイッチ付近の木材、木製のバッ

テリカバー等）に延焼したものと考えられる。 

原因  本船は、長期間、主機の運転による振動等が船体に発生していた状

況下、本件マリーナ内を移動中、左舷側主機のスロットルワイヤがセ

ルモータ用電気配線に接触して同配線の被覆が破れて本件貫通金物内

で短絡したため、過電流が同配線に流れて過熱して被覆に着火し、周

囲の可燃物（分電盤、メインスイッチ付近の木材、木製のバッテリカ

バー等）に延焼したことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

ソレノイド 

スイッチ 

セルモータ 

接点 

主機始動スイッチレバー 

主機用メイ

ンスイッチ 

バッテリ 

 

操縦スタンド 

本件貫通金物 

機関室 

短絡した 
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られる。 

・船舶所有者は、貫通金物等の狭い場所に複数の電気配線等を通す

場合には、振動等で互いに接触しないよう内部においてバンド等

で固縛を行い、両端部においては充填材（パテ）を施工する等、

適切に固縛を行うこと。 

・船舶所有者は、定期的に電気配線及び回路の点検及び絶縁抵抗測

定等を行うこと。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 
 

 

沖縄県 

北谷町 

本件マリーナ 

本件係留岸壁 

本件係留施設 

事故発生場所 

（令和２年３月２１日 

１４時３６分ごろ発生） 

浜川港第２号灯標 

沖縄島 
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付図２ 一般概略図 

 

写真１ 本船 

 

 

写真２ 本件貫通金物 

 

 

操縦スタンド 

本件貫通金物 

操縦室 

機関室 

機関室出入口

ハッチカバー 

主機 セルモータ 

分電盤及びメインスイッチ 

バッテリ 

船首 船尾 

本件貫通金物 

セルモータ用電気配線 

スロットル

ワイヤ 
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写真３ 左舷側主機セルモータ 

 
 

写真４ 分電盤及びメインスイッチ付近 

 


